
第１条　令和４年度高島市病院事業会計の補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。

第２条　令和４年度高島市病院事業会計予算第５条に定めた債務負担行為の表に次のように加える。

     　 令和４年１１月２９日　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　高島市長　福　井　正　明　　

　朽木診療所自家用電気工作物保安業務

議第１３０号

令和４年度高島市病院事業会計補正予算（第２号）案

　（総　則）

　（債務負担行為）

令和５年度から
令和７年度まで

７０５千円　

令和５年度 １，０４０千円　

　感染性産業廃棄物等処理業務 令和５年度 １３，９００千円　

限度額事　項 期　間

　医療用液体酸素購入 令和５年度 ５，３００千円　

　医療用ガス購入

　高島市民病院自家用電気工作物保安業務
令和５年度から
令和７年度まで

５，１４８千円　

　臨床検査業務
令和５年度から
令和６年度まで

３４，６００千円　
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